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公立大学法人県立広島大学理事長選考会議規程 
 

平成２２年６月１日 
法人規程第 ９ 号 

（趣旨） 
第１条 この規程は，公立大学法人県立広島大学定款（平成１９年３月２２日制定。以下「定

款」という。）第１０条第３項に規定する公立大学法人県立広島大学理事長選考会議（以

下「選考会議」という。）の運営等に関し，定款に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。 
（審議事項） 
第２条 選考会議は，次に掲げる事項を審議する。 

(１) 理事長の選考に関すること 
(２) 理事長の任期に関すること 
(３) 理事長の解任に関すること 
(４) その他選考会議の運営に関し必要な事項 

（組織） 
第３条 選考会議は，定款第１０条第４項及び第５項に規定する者をもって構成する。 
２ 選考会議の委員（以下「委員」という。）が欠員となった場合は，選考会議は，速やかに

補欠の委員を選任しなければならない。 
（任期） 
第４条 委員の任期は，それぞれ経営審議会又は教育研究審議会の委員としての任期と同一

とする。 
２ 委員が理事長の候補者として推薦されたときは，当該委員は，委員を辞さなければなら

ない。 
３ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  
４ 委員は，再任されることができる。 
（議長） 
第５条 選考会議に議長を置き，委員の互選により定める。 
２ 議長は，選考会議を主宰する。 
３ 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは，あらかじめ議長が指名する委員がその

職務を代理する。 
（招集） 
第６条 選考会議は，議長が招集する。 
２ 議長は，委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があ

ったときは，選考会議を招集しなければならない。 
（議事） 
第７条 選考会議は，委員の３分の２以上が出席しなければ成立しない。 
２ 選考会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 
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（委員以外の者の出席） 
第８条 選考会議が必要と認めたときは，選考会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は

意見を聴くことができる。  
（会議の非公開） 
第９条 選考会議は公開しないものとする。 
（議事録） 
第１０条 議長は，選考会議の概要，出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成

しなければならない。 
（庶務） 
第１１条 選考会議の庶務は，本部総務課において処理する。 
（準用規定） 
第１２条 第２条から前条まで及び次条の規定は，定款附則第５項に規定する選考会議につ

いて準用する。 
（雑則） 
第１３条 この規程に定めるもののほか，選考会議の運営に関し必要な事項は，議長が，選

考会議に諮って定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この規程は，平成２２年 ６月 １日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この規程は，平成２７年 ４月 １日から施行する。 
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公立大学法人県立広島大学理事長選考規程 
 

平成２２年９月１日 
法人規程第 １４ 号 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は，公立大学法人県立広島大学定款（以下「定款」という。）第１０条第 9
項及び第１２条第１項の規定に基づき，県立広島大学（以下「大学」という）の学長

となる公立大学法人県立広島大学（以下「法人」という。）の理事長（以下「理事長」とい

う。）の候補者（以下「理事長候補者」という。）の選考，理事長の任期及び解任手続等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（選考の時期） 

第２条  公立大学法人県立広島大学理事長選考会議（以下「選考会議」という。）は，次の

各号のいずれかに該当する場合に，理事長候補者の選考を行う。 

（１） 理事長の任期が満了するとき 

（２） 理事長が辞任を申し出たとき 

（３） 理事長が欠員となったとき 

（４） 理事長が解任されたとき 

２ 理事長候補者の選考は，前項第１号に該当する場合は，任期満了の日の３月前までに行

い，同項第２号から第４号までに該当する場合は，速やかに行うものとする。 

 
（選考の基準） 

第３条  理事長候補者は，人格が高潔で，学識が優れ，かつ，大学における教育研究

活動を適切かつ効果的に運営できる能力及び法人の経営管理能力を有する者のうち

から選考しなければならない。 
 
（選考対象者の推薦） 

第４条 理事長候補者の選考の対象となる者（以下「選考対象者」という。）は，次の各号

に掲げる者とする。 
（１） 経営審議会又は教育研究審議会の委員（但し理事長選考会議の委員を除く。

以下「審議会委員」という。）から，選考会議に対して，書面により推薦され

た者 
（２） 公立大学法人県立広島大学職員就業規則第２条に規定する職員（但し理事長選

考会議の委員である職員を除く。以下「職員」という。）１５名以上から，選考会

議に対して，書面により推薦された者 

２ 前項各号の規定により推薦を行う者は，選考対象者１人に限り推薦を行うことができる

ものとし，自らを選考対象者として推薦できないものとする。 
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（選考方法） 

第５条  選考会議は，前条の規定により推薦された選考対象者に対し，選考対象者と

なることの意思を確認するとともに，理事長に就任した場合の所信の提出を求めるほ

か，必要な事項の確認を行う。 
２ 選考会議は，理事長候補者の選考の参考とするため，審議会委員（但し選考対象

者の推薦者となった者は除く。）に意見を求めるものとする。  
  当該審議会委員は，理事長候補者の選考に関して意見があるときは，書面により

意見を提出するものとする。 

３ 選考会議は，選考対象者について，書類による審査の後，必要に応じ面接により

審査し，最終的に 1 人を理事長候補者として選考する。 

４ 選考会議は，選考の結果を，速やかに理事長又はその代理者に報告するとともに公

表するものとする。 
５ 前項の報告を受けた理事長又はその代理者は，広島県知事 (以下「知事」という。)

に対して，理事長の任命の申出を行う。 
 

（任期） 

第６条 理事長の任期は４年とし，再任を妨げない。ただし，再任された場合の任期は２年

とする。 

２ 理事長が任期の途中で欠けた場合の後任の理事長の任期は，前任者の残任期間とする。

ただし，その残任期間が２年を超えないときは，本残任期間に２年を加えた期間とする。 

 

（解任の申出） 

第７条 選考会議は，理事長が次の各号のいずれかに該当するときは，知事に対して理事長

の解任を申し出ることができる。 

（１） 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき 

（２） 職務上の義務違反があると認められるとき 

（３） 職務の執行が適当でないため，法人の業務の実績が悪化した場合であって，引き

続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき 

（４） 前３号に掲げるもののほか，理事長たるに適しないと認められるとき 

 

（解任請求等） 

第８条 選考会議は，次の各号のいずれかに該当する場合には理事長の解任について審議を行

わなければならない。 

（１） 知事が，理事長が地方独立行政法人法（以下「法」という。）第１７条第２項又は

同条第３項の規定に該当するに至ったと認め，当該理事長の解任について選考会議に

付すよう，知事から選考会議の議長に依頼があったとき 

（２） 経営審議会又は教育研究審議会が，理事長の解任請求を議決し，選考会議に対して

解任すべき事由を付した書面により解任請求を提出したとき 
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（３） 選考会議が前条各号に該当するおそれがあると認めたとき 

（４） 職員の３分の１以上に当たる者が，選考会議に対して解任すべき事由を付した書面

により解任請求を提出したとき 

２ 選考会議は，第１項の審議を行うに際して，理事長に対して書面又は口頭による弁明の機

会を与えなければならない。 

３ 選考会議は，審議の結果を，速やかに理事長に通知するとともに，公表するものとする。 

４ 選考会議は，審議の結果，解任の申出をすることを議決したときは，知事に対し理由を付

して理事長の解任を申し出るものとする。 

 

（準用） 

第９条 この規程は，定款附則第５項に規定する理事長選考会議について準用する。この場

合，第１条に県立広島大学とあるについては，それぞれ定款附則第２項の表の中欄に掲げ

る大学に読み替えるものとする。また，第４条第１項の規定により一つの選考会議に選考

対象者の推薦があった場合，他の選考会議にも選考対象者としての推薦があったものとす

る。 

 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は，選考会議の議を経なければならない。 

 

（雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか，理事長候補者の選考，理事長の任期及び解任

手続等に関し必要な事項は，選考会議が別に定める。 

 

 

附 則 
（施行期日） 
１ この規程は，平成２２年 ９月 １日から施行する。 
 
（施行期日） 
１ この規程は，平成２４年 ４月 １日から施行する。 
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公立大学法人県立広島大学理事長選考規程施行細則 
 

平成２２年９月１日 
法人細則第 ４ 号 

 
（趣旨） 
第１条 この細則は，公立大学法人県立広島大学理事長選考規程（以下「選考規程」

という。）第１１条の規定に基づき，理事長候補者の選考の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 
 
（選考の公示） 
第２条 公立大学法人県立広島大学理事長選考会議（以下「選考会議」という。）は，

選考規程第２条第１項各号のいずれかに該当するときは，選考対象者の推薦の期間及

び方法その他必要な事項を決定し，理事長候補者の選考について公示するものとする。 
 
（選考対象者の推薦） 
第３条 選考規程第４条の規定による選考対象者の推薦は，本人の同意を得た上で，

推薦書（別紙様式１又は別紙様式２の１及び別紙様式２の２）により行う。 
２ 前項の推薦には，被推薦者の同意書（別紙様式３）を添付する。 
３ 第１項における推薦の状況（被推薦者，推薦者又は推薦代表者及び推薦者数，推

薦書受領日）については，速やかに公表するものとする。また，推薦書（推薦者名簿

（別紙様式２の２）を除く）については，これを公表するものとする。 
 
（所信等の提出及び公表） 
第４条 選考規程第５条第１項の規定による理事長に就任した場合の所信の提出は，

所信表明書（別紙様式４）により行う。 
２ 前項の所信の提出には，選考対象者の履歴書（別紙様式５）を添付する。  
３ 第 1 項及び第２項における所信表明書及び履歴書については，これを公表するも

のとする。 
 
（選考対象者の辞退） 
第５条 選考対象者は，所信を提出した後に選考対象者を辞退する場合は，辞退届（別

紙様式６）を提出しなければならない。 
２ 前項の辞退の申出があった場合は，速やかにその状況（辞退者及び辞退届受領日）

を公表するものとする。 
 
（審議会委員からの意見聴取） 
第６条 選考規程第５条第２項の規定による審議会委員からの意見の提出は，意見書

（別紙様式７）により行うものとする。 
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２ 前項における意見書の提出の状況（意見提出者，意見書受領日）は，これを公表

するものとする。 
 
（解任請求等） 
第７条 選考規程第８条第１項第４号の規定による解任請求は，解任請求書（別紙様

式８の 1 及び８の２）の提出により行う。 
２ 前項における解任請求の状況（解任請求代表者及び解任請求者数，解任請求書受

領日）及び解任請求書（解任請求者名簿（別紙様式８の２）を除く）は，これを公表

するものとする。 
 
（個人情報の保護） 
第 8 条 この細則に基づき提出された資料の公表に当たっては，サイン及び印影並び

に住所等の個人情報の保護に配慮するものとする。 
 
（準用） 
第９条 この細則は，定款附則第５項に規定する理事長選考会議について準用する。 
 
（雑則） 
第 10 条 この細則に定めるもののほか，理事長候補者の選考の実施に関し必要な事項

は，選考会議が別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この細則は，平成２２年 ９月 １日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この細則は，平成２４年 ４月 １日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この細則は，平成２４年 ７月２０日から施行する。 
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別紙様式１ 
 

推 薦 書  
 

平成  年  月  日 
 
公立大学法人県立広島大学 
理 事 長 選 考 会 議 議 長 様 
 
                       推 薦 者        審議会委員 
   
                       氏  名             ㊞ 
 
 

 私は，本人の同意を得て，次の者を，公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考

対象者として推薦します。 
（ ふ り が な ）  

氏       名 
 
 

現職名又は最終職名  

推薦理由 
 
 

※推薦理由には，人格，学識，大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営

できる能力，法人の経営管理能力について４００字程度で記載してください。 
※理事長候補者選考の過程で，この推薦書は公表されます。 
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別紙様式２の１ 
 

推 薦 書  
 

平成  年  月  日 
 
公立大学法人県立広島大学 
理 事 長 選 考 会 議 議 長 様 
 
                       推薦代表者     
                       学部等・職名 
 
                       氏  名             ㊞ 
 

 私は，本人の同意を得て，次の者を，公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考

対象者として推薦します。 
（ ふ り が な ）  

氏       名 
 
 

現職名又は最終職名  

推薦理由 
 
 

 ※推薦理由には，人格，学識，大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営

できる能力，法人の経営管理能力について４００字程度で記載してください。 
  ※推薦書には，推薦代表者を含め１５名以上の推薦者の自署による推薦者名簿（別

紙様式２の２）を添付してください。 
※理事長候補者選考の過程で，この推薦書（推薦者名簿を除く。）は公表されます。 
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推 薦 者 名 簿 
  被推薦者氏名：             
  推薦者氏名（１５名以上／代表者を含む。／自署）  

番号  所    属  職   名  氏    名 ／ ㊞  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   

別紙様式２の２ 

※この推薦者名簿への署名は，理事長候補者選考の公示の後，行ってください。 
※必要に応じ用紙をコピーして記載し，推薦書に添付してください。 
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別紙様式３ 
 

 
同 意 書 

 
 
 
公立大学法人県立広島大学  
理 事 長 選 考 会 議 議 長  様  
 
 
 
 

 公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考対象者として推薦

されることに同意します。  

 
 
 
 
 
         平成  年  月  日  
 
             住  所  
 
             氏  名              ㊞  
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別紙様式４（表面） 
所 信 表 明 書 

 
 
公立大学法人県立広島大学  
理 事 長 選 考 会 議 議 長  様  

 
 
 
  公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考対象者となるに当たり，次のとお

り所信を表明します。 
 

平成  年  月  日 
 

氏  名           印 
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別紙様式４（裏面） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・所信には，公立大学法人県立広島大学の将来ビジョン及び教育，研究，地域貢献，経営管理の基本方針につ

いて，３，０００字程度以内で記載してください。 
・用紙はＡ４判（縦）とし，ワープロ等で横書きしてください。 
・理事長候補者選考の過程で，この所信表明書は公表されます。 
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別紙様式５（表面） 
 

履     歴     書 
 

（ふりがな） 

氏   名 
 

生年月日   年  月  日（  歳） 

住  所  

 
学          歴 

年  月 事        項 
  

学 位・免 許・資 格 
年  月 事        項 

  

職          歴 
年  月 事        項 

  

〒 



- 15 - 
 

別紙様式５（裏面） 
主な教育研究業績（５件以内） 

年  月 事        項 
  

学会・社会における活動等 
年  月 事        項 

  

賞          罰 
年  月 事        項 

  

その他特記すべき事項 
 

 
 上記のとおり相違ありません。 
  
             平成  年  月  日 

                 氏  名             ㊞  
                                      
※理事長候補者選考の過程で，この履歴書は公表されます。 



- 16 - 
 

別紙様式５（注意事項） 
 
【履歴書記載上の注意事項】 
 
１ 学歴欄 
  大学学部入学以降の学歴を記入 
 
２ 学位・免許・資格欄 
  学位（授与大学名）及び免許（登録番号）や資格を記入 
 
３ 職歴欄 
  主な職歴を記入 
 
４ 主な教育研究業績欄 
  教育研究業績のうちから，主なものを５件以内で記入 
 
５ 学会・社会における活動等欄 
 （１）所属する主な学会名のほか，そこにおける役職名（会長・評議員等）とそ

の期間を記入 
 （２）国際誌，国内誌の学術編集員等名を記入 
 （３）公的機関等における主な審議会委員等の経歴があれば記入 
 （４）その他参考となる事項を記入 
 
６ 賞罰欄 
  学会賞等の受賞について記入 
 
７ その他特記すべき事項 
  上記以外で特に伝えるべきことについて記入 
 
※記入欄については，必要に応じ調整してください。 
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別紙様式６ 
 

 
辞 退 届 

 
 
 
公立大学法人県立広島大学  
理 事 長 選 考 会 議 議 長  様  
 
 
 
 

 このたび，公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考対象者と

して推薦されましたが，選考対象者となることを辞退いたします。  

 
 
 
 
 
         平成  年  月  日  
 
             住  所  
 

             氏  名             ㊞  
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別紙様式７ 
意 見 書  

 
 
公立大学法人県立広島大学  
理 事 長 選 考 会 議 議 長  様  

 
 
公立大学法人県立広島大学理事長候補者の選考に係る意見については，次のとおりで

す。 
 

平成  年  月  日 
 

審議会委員 
氏  名               印 

 
 
 
 

    

※理事長候補者の選考に係る意見を４００字程度で記述してください。 
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別紙様式８－１ 
 

解 任 請 求 書  
 

平成  年  月  日 
 
公立大学法人県立広島大学 
理 事 長 選 考 会 議 議 長 様 
 
                       代 表 者     
                       学部等・職名 
 
                        氏  名            ㊞ 
 
 

 私達は，次の理由により，公立大学法人県立広島大学理事長○○○○の解任を請求し

ます。 
 
【解任請求理由】 
 
 

※解任請求理由について４００字程度で記載してください。 
※理事長解任請求書には，代表者を含め職員（公立大学法人県立広島大学職員就業規則

第 2 条に規定する職員）の３分の１以上の解任請求者の自署による解任請求者名簿

（別紙様式８の２）を添付してください。 
※理事長解任審議の過程で，この解任請求書（解任請求者名簿を除く。）は公表されます。 
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別紙様式８－２ 

解 任 請 求 者 名 簿 
                            

番号  所    属  職   名  氏    名 ／ ㊞  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   
※必要に応じ用紙をコピーして記載し，解任請求書に添付してください。 
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広島県公立大学法人定款 
 
目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 
第２章 役員等 

第１節 役員（第８条－第 13 条） 
第２節 役員会（第 14 条－第 17 条） 

第３章  審議機関 
第１節 経営審議会（第 18 条－第 21 条） 
第２節 教育研究審議会（第 22 条－第 25 条） 

第４章  業務の範囲及びその執行（第 26 条・第 27 条） 
第５章  資本金等（第 28 条・第 29 条） 
第６章  委任（第 30 条） 

 附則 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この公立大学法人は，大学を設置し，及び管理することにより，地域や国際社

会に貢献する知の創造，応用及び蓄積を図る知的活動の拠点として，主体的に考え，

行動し，地域社会で活躍できる実践力のある人材及び社会を俯瞰する視野を持ち，他

者との協働のもと，新たな価値を創出し，新しい時代を切り開いていく人材を育成す

るとともに，高度な研究を行い，もって地域社会はもとより，国際社会に広く貢献す

ることを目的とする。 
（名称） 

第２条 この公立大学法人の名称は，広島県公立大学法人（以下「法人」という。）とす

る。 
（大学の設置） 

第３条 第１条の目的を達成するために法人が設置する大学（以下「県立大学」という。）

の名称及び所在地は，次のとおりとする。 
 

名 称 所 在 地 
県立広島大学 広島市南区宇品東一丁目 
叡啓大学 広島市中区幟町 

 
（設立団体） 

第４条 法人の設立団体は，広島県とする。 
（事務所の所在地） 

第５条 法人は，事務所を広島市南区宇品東一丁目に置く。 
（法人の種別） 

第６条 法人は，特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 
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（公告の方法） 
第７条 法人の公告は，広島県報に登載して行う。 

第２章 役員等 
    第１節 役員 

（定数） 
第８条 法人に，役員として，理事長１人，副理事長２人，理事７人以内及び監事２人

を置く。 
（職務及び権限） 

第９条 理事長は，法人を代表し，その業務を総理する。 
２ 理事長は，第 17 条各号に掲げる事項について決定しようとするときは，第 14 条に

規定する役員会の議を経なければならない。 
３ 副理事長は，法人を代表し，理事長を補佐して法人の業務を掌理する。 
４ 副理事長は，理事長があらかじめ定めた順序により，理事長に事故があるときはそ

の職務を代理し，理事長が欠員のときはその職務を行う。 
５ 理事は，理事長の定めるところにより，理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌

理する。 
６ 理事は，理事長があらかじめ定めた順序により，理事長及び副理事長に事故があるとき

はその職務を代理し，理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 
７ 監事は，法人の業務を監査する。この場合において，監事は広島県の規則（地方独立行

政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 13 条第４項に基づき広島県

が定める規則をいう。）で定めるところにより，監査報告を作成しなければならない。 
８ 監事は，いつでも，役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め，

又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
９ 監事は，法人が次に掲げる書類を広島県知事（以下「知事」という。）に提出しようとす

るときは，当該書類を調査しなければならない。 
 (1) 法の規定による認可，承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第 13 条第６

項第１号に規定する総務省令で定める書類 
 (2) その他広島県の規則（法第 13 条第６項第２号に基づき広島県が定める規則をいう。）

で定める書類 
10 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，理事長又は知事に意見を提

出することができる。 
（理事長の任命） 

第 10 条 理事長の任命は，知事が行う。 
  （学長の任命） 
第 11 条 県立大学の学長（以下「学長」という。）は，理事長とは別に任命するものと

する。 
２ 学長を選考するため，県立大学ごとに学長選考会議（以下単に「学長選考会議」と

いう。）を置く。 
３ 学長は，学長選考会議の選考に基づき，理事長が任命する。 
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４ 前項の規定により任命された学長は，副理事長となるものとする。 
５ 学長選考会議は，次に掲げる委員各３人で構成する。 

(1) 第 18 条第１項に規定する経営審議会を構成する者のうちから当該経営審議会に

おいて選出された者 
(2) 第 22 条第１項に規定する教育研究審議会を構成する者（学長を除く。）のうちか

ら当該教育研究審議会において選出された者 
６ 前項第１号に該当する委員のうち１人以上は第 18 条第２項第４号に掲げる者とし，

前項第２号に該当する委員のうち１人以上は第 22条第２項第５号に掲げる者とする。 
７ 学長選考会議に議長を置き，委員の互選によってこれを定める。 
８ 議長は，学長選考会議を主宰する。 
９ 第５項から前項までに定めるもののほか，学長選考会議の議事の手続その他学長選

考会議に関し必要な事項は，議長が学長選考会議に諮って定める。 
（理事及び監事の任命） 
第 12 条 理事は，理事長が任命する。 
２ 理事長は，理事の任命に当たっては，その任命の際現に法人の役員又は職員でない

者が含まれるようにしなければならない。 
３ 監事は，知事が任命する。 

（役員の任期） 
第 13 条 理事長の任期は，４年とする。 
２ 副理事長の任期は，２年以上６年を超えない範囲内において，学長選考会議の議を

経て，法人の規程で定める学長の任期によるものとする。 
３ 理事の任期は，６年を超えない範囲内において理事長が定める。  

４ 監事の任期は，その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法

第 34 条第１項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし，補欠

の監事の任期は，前任者の残任期間とする。 
５ 役員は，再任されることができる。この場合において，理事がその最初の任命の際現に

法人の役員又は職員でなかったときの前条第２項及び第 18 条第３項の規定の適用につい

ては，その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 
第２節 役員会 

 （設置及び構成） 
第 14 条 法人に役員会を置き，理事長，副理事長及び理事で構成する。 
 （招集） 
第 15 条 役員会は，理事長が招集する。 
２ 理事長は，副理事長又は理事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求

があったときは，役員会を招集しなければならない。 
（議事） 

第 16 条 役員会に議長を置き，理事長をもって充てる。 
２ 議長は，役員会を主宰する。 
３ 役員会は，構成員の過半数が出席しなければ成立しない。 
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４ 役員会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 
５ 監事は，役員会において意見を述べることができる。 

（役員会の議を経る事項） 
第 17 条 次に掲げる事項は，役員会の議を経なければならない。 

(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項 
(2) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
(4) 大学，学部，学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 
(5) 前各号に掲げるもののほか，役員会が定める重要事項 

第３章 審議機関 
    第１節 経営審議会 

（設置及び構成） 
第 18 条 法人の経営に関する重要事項を審議するため，法人に経営審議会を置く。 
２ 経営審議会は，次に掲げる委員で構成する。 

(1) 理事長 
(2) 副理事長 
(3) 理事長が指名する理事 
(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちか

ら，理事長が任命する者 
３ 前項第３号（任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る。）及び第４号の委員の数

の合計は，委員の総数の過半数とする。 
４ 委員の任期は，２年とする。ただし，第２項第１号から第３号までに掲げる委員に

ついては，当該職の任期とする。 
５ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
６ 委員は，再任されることができる。 

（招集） 
第 19 条 経営審議会は，理事長が招集する。 
２ 理事長は，経営審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書

面を付して要求があったときは，経営審議会を招集しなければならない。 
（議事） 

第 20 条 経営審議会に議長を置き，理事長をもって充てる。 
２ 議長は，経営審議会を主宰する。 
３ 経営審議会は，委員の過半数が出席しなければ成立しない。 
４ 経営審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 
（審議事項） 

第 21 条 経営審議会は，次に掲げる事項を審議する。 
(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち，法人の経営に関す
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るもの 
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，法人の経営に関するもの 
(3) 学則（法人の経営に関する部分に限る。），会計規程，役員に対する報酬及び退職手当

の支給の基準，職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の

制定又は改廃に関する事項 
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 
(5) 人事の方針に関する事項のうち，法人の経営に関するもの 
(6) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 
(7) その他法人の経営に関する重要事項 

    第２節 教育研究審議会 
（設置及び構成） 

第 22 条 県立大学の教育研究に関する重要事項を審議するため，県立大学ごとに教育研

究審議会を置く。 
２ 教育研究審議会は，次に掲げる委員で構成する。 

(1) 学長 
(2) 学長が指名する理事 
(3) 学長が定める学部，研究科その他の教育研究上の重要な組織の長 
(4) 学長が指名する職員 
(5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちか

ら，学長が任命する者 
３ 委員の任期は２年とする。ただし，前項第１号から第３号までに掲げる委員につい

ては，当該職の任期とする。 
４ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
５ 委員は，再任されることができる。 

（招集） 
第 23 条 教育研究審議会は，学長が招集する。 
２ 学長は，教育研究審議会の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した

書面を付して要求があったときは，教育研究審議会を招集しなければならない。 
（議事） 

第 24 条 教育研究審議会に議長を置き，学長をもって充てる。 
２ 議長は，教育研究審議会を主宰する。 
３ 教育研究審議会は，委員の過半数が出席しなければ成立しない。 
４ 教育研究審議会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。 
（審議事項） 

第 25 条 教育研究審議会は，当該教育研究審議会を置く県立大学に係る次に掲げる事項

を審議する。 
(1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち，教育研究に関する

もの 
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(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち，教育研究に関するもの 
(3) 学則（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規程の制定

又は改廃に関する事項 
(4) 人事の方針に関する事項のうち，教育研究に関するもの 
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項 
(6) 学生の円滑な修業等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 
(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関

する方針に係る事項 
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 
(9) その他県立大学の教育研究に関する重要事項 

第４章 業務の範囲及びその執行 
（業務の範囲） 

第 26 条 法人は，次に掲げる業務を行う。 
(1) 大学を設置し，これを運営すること。 
(2) 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 
(3) 法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外

の者との連携による教育研究活動を行うこと。 
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 
(5) 県立大学における教育研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。 
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
（業務方法書） 

第 27 条 法人の業務の執行に関し必要な事項は，この定款に定めるもののほか，業務方

法書の定めるところによる。 
第５章 資本金等 

（資本金） 
第 28 条 法人の資本金については，別表に掲げる資産を広島県が出資するものとし，当

該資本金の額は，別表第１及び別表第２に掲げる資産について，出資の日における時

価を基準として広島県が評価した価額並びに別表第３に掲げる額の合計額とする。 
（解散に伴う残余財産の帰属） 

第 29 条 法人は，解散した場合において，その債務を弁済してなお残余財産があるとき

は，これを広島県に帰属させる。 
第６章 委任 

（委任） 
第 30 条 法人の運営に関し必要な事項は，この定款及び業務方法書に定めるもののほか，

法人の規程に定めるところによる。 
 
   附 則 

（施行期日） 
１ この定款は，法人の成立の日から施行する。 
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（経過措置） 
２ 法人は，第３条に規定するもののほか，この定款の施行の日の前日において，次表

上欄に掲げる大学に在学する者が当該大学を卒業するために必要であった教育課程の

履修を行うことができるようにするため，それぞれ同表中欄に掲げる大学（以下「旧

大学」という。）を設置し，その位置は同表下欄に掲げるとおりとする。 
県立広島大学設置及び管理条例（平成 16 年広島県

条例第 39 号）による廃止前の広島県大学設置及び

管理条例（昭和 39 年広島県条例第 33 号。以下「旧

条例」という。）第２条に規定する広島県立大学 

広島県立大学 庄原市七塚

町 

旧条例第２条に規定する県立広島女子大学 県立広島女子大学 広島市南区

宇品東一丁

目 

旧条例第２条に規定する広島県立保健福祉大学 広島県立保健福祉大学 三原市学園

町 

３ 前項の規定により法人が設置する旧大学は，同項に規定する者が当該旧大学に在学

しなくなる日において，廃止するものとする。 
４ 理事長は，旧大学の学長となるものとする。 
５ 第 10 条第３項に規定するもののほか，法人に旧大学ごとに理事長選考会議を置く。 
６ 附則第３項の規定により旧大学が廃止される日までの間（以下「旧大学存続期間」

という。）において，学長となる理事長の任命に係る法人の申出は，第 10 条第３項の

規定にかかわらず，同項及び前項に規定する理事長選考会議の選考に基づき行う。こ

の場合において，これらの理事長選考会議の選考の結果が一致しないときは，当該申

出は，各理事長選考会議の代表者で構成する会議（以下「代表者会議」という。）の選

考に基づき行う。 
７ 代表者会議は，第 10 条第３項及び附則第５項に規定する理事長選考会議を構成する

者のうちから当該理事長選考会議において選出された者で構成する。 
８ 前項の規定により各理事長選考会議から選出される者の数は，それぞれ１人とする。 
９ 第 10 条第４項から第９項までの規定は，附則第５項に規定する理事長選考会議につ

いて準用する。この場合において，第 10 条第４項及び第６項から第９項までの規定中

「理事長選考会議」とあるのは「附則第５項に規定する理事長選考会議」と，同条第

４項第２号中「第 21 条第１項」とあるのは「附則第 13 項」と，同条第５項中「第 17
条第２項第３号に掲げる者とし，前項第２号に該当する委員のうち１人以上は第 21 条

第２項第５号に掲げる者」とあるのは「第 17 条第２項第３号に掲げる者」と読み替え

るものとする。 
10 第 10 条第７項及び第８項の規定は，代表者会議について準用する。この場合におい

て，これらの規定中「理事長選考会議」とあるのは「代表者会議」と，同条第７項中

「委員」とあるのは「附則第７項の規定により各理事長選考会議から選出された者」

と読み替えるものとする。 



- 28 - 
 

11 附則第７項及び第８項並びに前項に定めるもののほか，代表者会議の議事の手続そ

の他代表者会議に関し必要な事項は，議長が代表者会議に諮って定める。 
12 旧大学存続期間において，学長となる理事長の任期は，第 12 条第１項の規定にかか

わらず，２年以上６年を超えない範囲内において，第 10 条第３項及び附則第５項に規

定する理事長選考会議の議を経て，法人の規程で定める。この場合において，これら

の理事長選考会議の議の結果が一致しないときは，当該任期は，代表者会議の議を経

て，法人の規程で定める。 
13 第 21 条第１項に規定するもののほか，法人に旧大学ごとに当該旧大学の教育研究に

関する重要事項を審議する機関として，教育研究審議会を置く。 
14 第 21 条第２項（第５号を除く。）から第５項までの規定及び第 22 条から第 24 条ま

での規定は，前項に規定する教育研究審議会について準用する。この場合において，第

24 条第９号中「県立大学」とあるのは，「当該旧大学」と読み替えるものとする。 
 （最初の理事長の任命の特例等） 
15 第 10 条第１項の規定にかかわらず，法人の成立後最初の理事長の任命については，

知事が行う。 
16 第 12 条第１項及び附則第 12 項の規定にかかわらず，法人が設置する大学の設置後

最初の学長となる理事長の任期は，４年とする。 
   附 則 

（施行期日） 
１ 変更後の定款は，平成 21 年４月１日から施行する。 
   附 則 

（施行期日） 
１ 変更後の定款は，平成 27 年３月 31 日から施行する。 

 附 則 
（施行期日） 

１ 変更後の定款は，平成 30 年４月１日から施行する。 
（監事の任期に関する経過措置） 

２ 変更後の定款の施行の際現に公立大学法人県立広島大学の監事である者（補欠の監事を

含む。）の任期については，変更後の定款第 12 条第３項の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 
   附 則 

（施行期日） 
１ 変更後の定款は，総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施行する。 
  附 則 

（施行期日） 
１ 変更後の定款は，令和３年４月１日から施行する。ただし，別表第１に掲げる資産の変

更に係る規定並びに附則第５項及び第６項の規定は，総務大臣及び文部科学大臣の認可の

日から施行する。 
（経過措置） 
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２ 叡啓大学の設置後最初の叡啓大学の学長の任命は，変更後の定款第 11 条第３項の規定に

かかわらず，学長選考会議の選考に基づくことを要しないものとし，理事長が行う。 
３ 前項の規定により任命された学長は，副理事長となるものとする。 
４ 附則第２項の規定により任命された学長の任期は，変更後の定款第 13 条第２項の規定に

かかわらず，４年とする。 
５ この定款の変更に係る総務大臣及び文部科学大臣の認可があった日から令和３年３月 

31 日までの間においては，変更前の定款第 10 条第３項の規定により県立広島大学に設置

された理事長選考会議を変更後の定款第 11 条第２項に規定する学長選考会議とみなし，当

該大学の学長の選考を行うものとする。 
６ 前項の規定による学長の選考に基づき令和３年４月１日に任命されることとなる県立広

島大学の学長の任期は，２年以上６年を超えない範囲内において，同項の規定により学長

選考会議とみなされる理事長選考会議の議を経て，法人の規程で定めるものとする。 
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別表第１（第 28 条関係） 
資産の種別 所 在 地 面積（平方メートル） 
土 地 広島市南区宇品東一丁目７１０番２ 22,503.00 

土 地 広島市南区楠那町２０４番１ 5,729.17 

土 地 庄原市七塚町字大唱山２９５番１ 6,560.00 

土 地 庄原市七塚町字大唱山２９５番２ 2,911.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８０番４ 16,195.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８０番５ 2,166.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８０番６ 189.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８０番７ 5,666.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８２番１ 28,629.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８２番６ 327.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８３番１８ 11,144.00 

土 地 庄原市七塚町字七塚山５８３番２０ 568.00 

土 地 庄原市七塚町字城山４１６番１ 4,101.00 

土 地 庄原市七塚町字狐塚山４７８番２ 56,753.00 

土 地 庄原市七塚町字狐塚山４７８番４ 67.00 

土 地 庄原市七塚町字狐塚山４７８番７ 408.00 

土 地 庄原市七塚町字森谷１５１５番 739.00 

土 地 庄原市七塚町字土橋山５５６番２ 697.00 

土 地 庄原市七塚町字土橋山５５６番１１ 6,173.00 

土 地 庄原市七塚町字土橋山５５７番１ 2,016.00 

土 地 庄原市七塚町字土橋山５６１番 1,950.00 

土 地 庄原市七塚町字土橋山５６２番 64,727.00 

土 地 庄原市七塚町字国武１６０９番６ 9.40 

土 地 庄原市七塚町字国武１６０９番７ 61.00 

土 地 庄原市山内町字東山８２５番２ 3,700.00 

土 地 庄原市山内町字東山８３６番２ 67.00 

土 地 庄原市山内町字東山８３７番３ 806.00 

土 地 庄原市山内町字大原谷１７２８番３ 174.00 

土 地 庄原市山内町字大原谷１７２９番２ 35.00 

土 地 庄原市山内町字大原谷１７２９番３ 225.00 

土 地 庄原市三日市町字山ノ﨑２０番１７ 1,534.90 

土 地 庄原市戸郷町字下組１番４ 179.77 

土 地 庄原市戸郷町字下組２番１８ 1,256.10 

土 地 庄原市戸郷町字宮山１番３１ 1,071.24 



- 31 - 
 

土 地 庄原市戸郷町字宮山５番７８ 46.64 

土 地 三原市学園町１番１ 44,817.00 

土 地 三原市学園町１番２ 243.00 

土 地 三原市学園町１番３ 12.00 

土 地 三原市学園町１番４ 493.00 

土 地 三原市新倉一丁目２２４番４ 583.00 

土 地 三原市新倉一丁目２８６番２ 834.00 

土 地 三原市新倉一丁目２８６番４ 223.00 
土 地 三原市宮浦六丁目２５２５番２ 1,050.00 

土 地 三原市田野浦一丁目７８３番１ 4,674.07 

土 地 広島市中区幟町１番３ 1,095.21 

土 地 広島市中区幟町１番１１ 1,097.59 

 
別表第２（第 28 条関係） 

資産の

種 別 名  称 所 在 地 
延床面積 

（平方メートル） 
建 物 校舎（１号館） 広島市南区宇品東一丁目７１０番地２ 19,950.45 

建 物 校舎（２号館） 広島市南区宇品東一丁目７１０番地２ 10,392.20 

建 物 図書館 広島市南区宇品東一丁目７１０番地２ 3,407.89 

建 物 校舎（中央棟・１号館） 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 4,514.93 

建 物 校舎（２号館） 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 3,313.42 

建 物 校舎（３号館） 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 4,559.85 

建 物 校舎（４号館） 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 4,396.75 

建 物 校舎（５号館） 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 4,877.29 

建 物 図書館 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 2,148.17 

建 物 体育館兼講堂 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 2,764.29 

建 物 クラブハウス１ 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 399.60 

建 物 クラブハウス２ 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 399.60 

建 物 クラブハウス３ 庄原市七塚町字土橋山５６２番地ほか 89.78 

建 物 農場管理棟 庄原市七塚町字狐塚山４７８番地２ほか 472.55 

建 物 動物舎 庄原市七塚町字狐塚山４７８番地２ほか 448.34 

建 物 家畜解剖実験室 庄原市七塚町字狐塚山４７８番地２ほか 436.34 

建 物 農具舎 庄原市七塚町字狐塚山４７８番地２ほか 327.79 

建 物 乾草収納実習室 庄原市七塚町字狐塚山４７８番地２ほか 205.20 

建 物 食品加工場 庄原市七塚町字七塚山５８２番地１ほか 316.63 

建 物 汚水処理施設 庄原市七塚町字土橋山５５６番地１１ 126.73 

建 物 寮管理棟 庄原市七塚町字七塚山５８３番地１８ 580.23 
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建 物 女子学生寮 庄原市七塚町字七塚山５８３番地１８ 801.60 

建 物 男子学生寮 庄原市七塚町字七塚山５８３番地１８ 801.60 

建 物 ゲストハウス 庄原市七塚町字七塚山５８３番地１８ 186.92 

建 物 教員公舎１号棟 庄原市三日市町字山ノ崎２０番地１７ 765.44 

建 物 教員公舎２号棟 庄原市三日市町字山ノ崎２０番地１７ 765.44 

建 物 教員公舎１号棟 庄原市戸郷町下組１番地４ほか 1,126.40 

建 物 教員公舎２号棟 庄原市戸郷町下組１番地４ほか 765.44 

建 物 校舎（１号館） 三原市学園町１番地１ 5,559.22 

建 物 校舎（２号館） 三原市学園町１番地１ 8,541.73 

建 物 校舎（３号館） 三原市学園町１番地１ 6,017.20 

建 物 校舎（４号館） 三原市学園町１番地１ 8,719.21 

建 物 体育館 三原市学園町１番地１ 1,171.22 

建 物 教員公舎１号棟 三原市田野浦一丁目７８３番地１ 1,594.70 

建 物 教員公舎 2 号棟 三原市田野浦一丁目７８３番地１ 1,594.70 

建 物 教員公舎３号棟 三原市田野浦一丁目７８３番地１ 406.02 

 
別表第３（第 28 条関係） 

資産の種別 金額 
現 金 1,876,000,000 円 

 
 
 
 

 




